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ＡＳＲ投入施設活用率は、サーマルリサイクルを含むＡＳＲ再資源化をリサイクルとし

て妥当であると判断するための指標として策定されました。 

 

ＡＳＲは、使用済自動車の処理・リサイクルにおいて多量に発生する廃棄物です。ＡＳ

Ｒは、すでに有価物を回収された残さであるという性質上、そのリサイクルには困難が

伴うものであり、他の廃棄物のようなマテリアルリサイクル中心の処理は難しいものと

考えられます。使用済自動車の再資源化等に関する法律（以下、「自動車リサイクル

法」という。）においても、「再資源化」にはリユース、マテリアルリサイクルに加えてサ

ーマルリサイクルも含むものとしています。（第２条第９項）  

 こうしたＡＳＲのサーマルリサイクルを含む再資源化がリサイクルとして妥当であると

社会一般に認められるための条件とはどのようなものであるかについて、経済産業省

と環境省では諮問機関である産業構造審議会（産業構造審議会環境部会廃棄物・リ

サイクル小委員会自動車リサイクルＷＧ特定再資源化等物品関係検討タスクフォー

ス、委員長：早稲田大学理工学部教授 永田勝也）並びに中央環境審議会（中央環境

審議会廃棄物・リサイクル部会自動車リサイクル専門委員会特定再資源化等物品関

係検討小委員会、委員長：早稲田大学理工学部教授 永田勝也）において有識者に

よる検討を行ってきました。  

 

 「ＡＳＲ投入施設活用率」は、これらの機関での結論として、社会一般に理解されや

すく、かつサーマルリサイクルとマテリアルリサイクルを統合的に評価する指標として

確立されたものです。  

 

 

 

 

 

 





 

 

ＡＳＲ投入施設活用率の算出にあたり、その他の留意すべき事項としては以下のとお

りです。 

 

  （4-1）回収エネルギーの自己利用 

        循環利用熱は計算に含めません 

  （4-2）マイナスの発熱量の取り扱い 

        汚泥等のマイナスの発熱量を投入する場合でも、投入側で計算します。 

  （4-3）投入電力 

        投入電力は計算に含めません。 

  （4-4）ＡＳＲとの関連性の低い回収物について 

        ＡＳＲに由来しないと考えられる回収物は計算に含めません。 

 

（4-1）回収エネルギーの自己利用 （循環利用熱は計算に含めない）  

回収エネルギーの自己利用 （循環利用熱は計算に含めない）  回収されたエネルギ

ーのうち、施設の運転に本質的に必要な用途として利用されている（循環利用熱）もの

は、回収量には含めません。熱として処理プロセスに直接戻るものがこれにあたりま

す。それ以外の施設内外での利用は回収（節約）量に含めます。  

 

（4-2）マイナスの発熱量の取り扱い （投入側で計算する） 

廃液、汚泥など、マイナスの低位発熱量をもつ廃棄物を投入している場合、投入エネ

ルギーのマイナス値として計算します。これは、ＡＳＲや廃棄物の可燃分等の計算に

おいて、水分によるマイナスを含めた「低位発熱量」を用いていることと整合をはかる

ためです。  

 

（4-3）投入電力 （計算に含めない）  

施設に投入される電力は、原則として投入側の計算に含めません。これは、発電され

た電力は施設の運転に自己消費される場合が多いこと、また事業者が購入している

電力がＡＳＲ投入施設以外にも消費されている場合その内訳を求めることが困難であ

るから、回収側の量として一括計上することが手法として簡便であると考えられるため

です。  

 

 

 



 

（4-4）ＡＳＲとの関連性の低い回収物について  

回収物のうち、ＡＳＲとの関連性の低いものは計算から除外します。 

ＡＳＲ以外の廃棄物や鉱石等を大量に投入・処理している施設からの回収物には、組

成からみてＡＳＲの成分がほとんど寄与していないと考えられるものがあります。  

 

こうした回収物を含めたままＡＳＲ投入施設活用率を算出することは、「ＡＳＲのリサイ

クル状況」を評価するという観点からは不適切と考えられるので、計算から除外しま

す。 

 

具体的には以下の２条件を満たす回収物は計算から除外するものとします。 

 

Ａ 投入物中のＡＳＲの重量比が 50％未満であること  

ＡＳＲが投入物の「副」である施設を対象とします。 

 

Ｂ 回収物の由来する元素のＡＳＲ中の含有率が１％未満であること 

回収物が複数の元素に由来する場合は含有率合計が１％未満とします。ＡＳＲ投入施

設活用率は有効数字２ケタで表現されるので、ＡＳＲのみのリサイクルであるとした場

合、合計含有率１％未満の成分は結果にほとんど影響を及ぼさないと考えられること

から、これを除外の基準とします。  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

平成１５年現在、ＡＳＲ投入施設活用率による認定基準は、「0.40」となっています。  

この値は、リサイクルとして社会的に認められうるレベルであるに相当すると考えられ

るもので、積極的なサーマルリサイクルを行っている一般廃棄物焼却施設の水準に基

づき設定されたものです。この値を達成しているＡＳＲ投入施設は、廃棄物リサイクル

施設全体から見て高度なリサイクル効率を有していると考えられます。  

 

図 5: ＡＳＲ投入施設活用率による認定基準  

 

 

 

 

 

 

 


